
 

2 車道は左側を通行 

令和２年度生徒指導だより 

梨の花 
～心のふるさと下貝塚中学校～ 

 

本来ならば「入学式が無事終わりました」や「始業式が終わ 

り・・・」という内容が載せられるはずでしたが、新型コロナウィ

ルスの感染拡大に伴いまだ、できない状況です。ただ、「命あっての

物種」の言葉どおり、皆さんの安心・安全、ひいては命を守るため

に必要な判断だということを理解していただきたいと思います。 

先日、４月８日（水）に連絡日がありました。初々しい新入生達

２０３名が、下貝塚中学校の仲間になりました。在校生…３年生２００名、２年生１９９名と

合わせ、 全校生徒数は、６０２名となりました。今年も昨年同様、各学年６クラスとなって

います。先輩たちの姿をお手本にして、授業はもちろんのこと、専門委員会や部活動といった

縦割り社会を経験し、異学年集団で味わえる取組みも今後の生活にとって、大変重要なポイン

トとなりますので、先輩たちの行動をしっかりと観察してみてください。 

 

新型コロナウィルス感染症対策について 

 

以下のお便りは、一人ひとりができる対策を知っておこうということで首相官邸から出

ているものになります。感染を防止する内容をきちんと意識しましょう。様々な要因を予

測することで自分の身を守ること⇒大切な人を守ることにつながります。職員も外で定期

的にパトロールを実施しております。ソーシャルディスタンス（人との間隔２ｍ）を意識

して生活しましょう。 

自転車の正しい乗り方について 

 下貝塚中学校においても自転車の乗り方において注意される場面が見られます。先日も二人

乗りをしているところを指導されたということがありました。事故が起きるのは一瞬の出来事

になります。周りのことを考えることで自己を未然に防ぐことにつながります。また、以下に

書かれている内容（自転車安全利用五原則）は、道路交通法上、罰則が課せられるので気を付け

ましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

                       

 

【二人乗りの禁止】  【並進の禁止】 

 

【傘さし運転の禁止】  【音楽等を聴きながらの運転の禁止】 

 

 

 

 

 

 

【夜間はライトを点灯】※部活動での移動時にはヘルメット着用！ 
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1 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

3 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行 

 

4 安全ルールを守る 

5 運転中の携帯電話の使用の禁止 

 


